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学校給食衛生管理基準の主要項目における達成状況 

（単独校調理場方式、共同調理場方式） 

 

 
○単独校調理場方式               （平成19年５月１日現在） 

早急な整備が必要な項目 達成率 学校数 学校名 

部屋単位での作業区分 17％ ２ 野里小、西原小 

検 収 室 設 置 25％ ７ 
寿小、寿北小、古江小、浜田小、

野里小、西原小、鹿屋東中 

専 用 食 品 保 管 庫 17％ ２ 野里小、西原小 

下処理室、調理室の区分け 21％ ６ 
寿北小、古江小、浜田小、野里小、

西原小、鹿屋東中 

機 械 器 具 の 可 動 性 14％ １ 西原小 

エ ア ー カ ー テ ン 17％ ２ 西原小、鹿屋東中 

ド ラ イ シ ス テ ム 17％ ２ 野里小 

※明朝体は小学校、ゴシック体は中学校 

 
 

○共同調理場方式                （平成19年５月１日現在） 

早急な整備が必要な項目 達成率 計 輝北ｾﾝﾀｰ 串良ｾﾝﾀｰ 吾平ｾﾝﾀｰ 

部屋単位での作業区分 133.3％ 1   ○ 

検 収 室 設 置 100.0％ 3 ○ ○ ○ 

専 用 食 品 保 管 庫 110.0％ 0    

下処理室、調理室の区分け 100.0％ 3 ○ ○ ○ 

機 械 器 具 の 可 動 性 133.3％ 0    

エ ア ー カ ー テ ン 100.0％ 3 ○ ○ ○ 

ド ラ イ シ ス テ ム 133.3％ 1   ○ 

 

 

 

 

（資料１） 
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文部省の学校給食業務の運営の合理化通知（S60.1.21） 

 
文体給第五七号 

昭和六〇年一月二一日 

各都道府県教育委員会教育長あて 

 

 

文部省体育局長通知 

 

 

学校給食業務の運営の合理化について 

 

学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与すること

を目的とし、学校給食活動の一環として実施されており、我が国の学校生活に不可欠のものとし

て定着しているところでありますが、その業務の運営については、臨時行政調査会、臨時行政改

革推進審議会及び総務庁から合理化の必要性が指摘されているところであります。 

 

ついては、今後、各設置者が左記事項に留意の上、地域の実状等に応じた適切な方法による運

営の合理化を推進するよう、貴管下の市町村教育委員会等に対し指導及び周知徹底を願います。 

 

記 

 

一 学校給食業務の運営については、学校給食が学校教育活動の一環として実施されていること

にかんがみ、これを円滑に行うことを基本とすること。 

また、合理化の実施については、学校給食の質の低下を招くことのないよう十分配慮するこ

と。 

 

二 地域の実状等に応じ、パートタイム職員の活用、共同調理場方式、民間委託等の方法により、

人件費等の経常経費の適正化を図る必要があること。 

 

三 設置者が、学校給食業務の合理化を図るため、パートタイム職員の活用、共同調理場方式、

民間委託を行う場合は、次の点に留意して実施すること。 

 

（一）パートタイム職員の活用 

ア パートタイム職員の勤務日数及び一日の勤務時間は、常勤の職員のそれと明確に異なる

ものとすること。 

イ パートタイム職員に対しては、必要に応じ適切な研修を行うこと。 

 

（二）共同調理場方式の採用 

ア パートタイム職員の活用を図るとともに、調理員の稼動の効率を高めること。 

イ 近代的な施設設備を導入し、衛生管理及び労働安全の面に配慮しつつ調理工程の合理化

を図ること。 

 

（三）民間委託の実施 

ア 献立の作成は、設置者が直接責任をもって実施すべきものであるから、委託の対象にし

ないこと。 

イ 物資の購入、調理業務等における衛生、安全の確保については、設置者の意向を十分反

映できるような管理体制を設けること。 

ウ 設置者が必要と認めた場合、委託者に対して資料の提出を求めたり立入検査をする等、

運営改善のための措置がとれるよう契約書に明記すること。 

（資料２） 
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エ 受託者の選定は、学校給食の趣旨を十分理解し、円滑な実施に協力するものであること

の確認を得て行うこと。 

 

四 昭和三五年一二月一四日付け体育局長通知「学校給食に従事する職員の定数確保および身分

安定について」において示した学校給食調理員の配置基準は、その後における共同調理場の普

及、施設設備の近代化、パートタイム職員の増加等により現時の学校給食の実状に合致しない

点もみられるので、設置者においては、地域や調理場等の状況に応じて弾力的に運用すること。 

 

五 昭和四六年四月八日付け体育局長通知「学校給食の食事内容について」のうち四－（一）に

ついては、学校給食法第六条（経費の負担）の趣旨に基づき、学校給食の調理の原則を示した

ものであって、学校給食業務の民間委託を禁ずるものではないこと。 
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財務省予算執行総括調査表（学校給食事業) 

 

所管 文部科学省等 組織 － 会計 －  

事業名 学校給食事業 予算措置 給食関係総事業費約１兆２千億円（平成12年度推計）（国庫負担額12年度 544億円→15年度 472億円） 

契約価格等 － 

事業の概要 児童生徒の心身の健全な発達及び国民の食生活の改善に寄与するため、小中学校の児童生徒に対して給食の提供を行う。 

 

 

 

① 調査の視点 ② 調査結果及びその分析 ③ 今後の改善点・検討の方向性 

◆調査の視点 

 学校給食については、高コストであるとの批判が従来より

寄せられている。学校給食に要する総事業費は約１兆２千億

円（推計）であり、そのうち直接国費から充てられているも

のは極めて限られているはいるが、地方財政に与える影響も

大きいことを踏まえ、学校給食のコストの実態及びその削減

の方策を探る。 
 
◆調査の方法 

 都市化の程度の異なる自治体を全国６ブロックから選定

し、それぞれの自治体の中でいくつかの給食調理施設（計18

施設）について、人件費・食材費・その他の変動経費及び施

設の状況をアンケート調査（平成13年度実績）するとともに、

実地調査を行い、関係者の意見を聴取。 

 また、参考として、民間企業についても、運営されている

施設を視察するとともに、意見を聴取。 

◆一食あたりコスト 

直営 民間委託 直営 民間委託 直営 民間委託

最高金額施設 1,162円 701円 331円 319円 701円 372円

最低金額施設 416円 356円 205円 217円 142円 69円

総平均 473円 436円 230円 245円 190円 138円

1食あたりコスト
総額 食材費 人件費

 
 
◆人件費（1食あたり調理員人件費＝ 

       調理員1人あたり人件費/調理員1人あたり調理食数） 

 

・調理員1人あたり人件費は、直営よりも民間委託のほうがかなり低い。 

調理員1人あたり給与年額 直営 民間委託

調  　査　  平　  均 4,611千円 2,653千円  
 

・調理員1あたり調理食数は、規模がある程度以上の施設で多くなる。 

1日調理食数300食以下 63.6食

1日調理食数500～1,000食 105.5食  
 

・学校栄養職員の配置実態は、各自治体の実情に応じ様々。 

  －A 市：給食センターへの調理集約及び献立の統一化に伴い、学校栄養職員

の配置を絞り込み 

  －B市：調理業務の民間委託に伴い、学校栄養職員を学校毎に配置 

 

◆食材費 

・1食あたり食材費が低い自治体では、コスト抑制のための各種取組がなされて

いる。 

 － 統一献立の採用による大量仕入 

 － 献立を作る学校栄養職員に経理を担当させることによるコスト意識の啓発 

・民間業者からは、仕入れ段階から調理・運搬・洗浄に至るまでの給食の流れを

通した包括的な委託により、専門性を生かした仕入れによる食材費の更なる削

減が可能との意見があった。 

【今後の改善点】 

◆人件費 

・調理業務の民間委託を推進することにより、調理員1人あたり

の人件費を削減すべきではないか。 

・小規模施設を集約して規模を拡大することにより、調理員 1

人あたり調理食数を増やすべきではないか。 

・学校栄養職員については、各自治体の実状を踏まえた多様な取

り組みが一層進捗するよう、国の関与のあり方を検討すべきで

はないか。 

 

◆食材費 

・各自治体において、先行的取り組みを参考に、食材費削減に向

けた取り組みを推進すべきではないか。 

・業務委託の際には、仕入れの効率化等の観点から、可能な限り、

仕入れ段階から調理・運搬・洗浄に至るまでの給食の流れを通

した包括的な委託とすべきではないか。 

 

【検討の方向性】 

⇒文部科学省に対し、上記諸点を推進すべく、地方自治体への通

知及び働きかけを行うとともに、給食施設整備費補助金の交付

先選定にあたっては、当該施設においてこれらの点に関する取

組状況も踏まえて行うよう要請する。 

 

⇒併せて、文部科学省に対し、上記問題意識を踏まえた更なる改

善策の検討を要請する。 

（資料３） 
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学校給食の運営の合理化について（H15.7.1） 

 

事 務 連 絡 

平成１５年７月１８日 

 

各都道府県教育委員会 

学校給食主管課長 殿 

 

 

文部科学省スポーツ・青少年局 

学校健康教育課長 

 

 

学校給食の運営の合理化について 

 
 

 このたび、財務省より、別紙のとおり平成１５年度予算執行調査結果が公表

されました。 

 予算執行調査とは、財務省が、予算執行の適正化・効率化を図るとともに、

歳出の効率化・合理化を図るため、関係府省庁の５１事業について実施したも

のであり、学校給食事業はそれら５１事業の中の一つとして実施されたところ

です。 

 学校給食事業については、調査結果に基づき、調理業務の民間委託を推進す

べき等の指摘がなされております。 

 つきましては、各都道府県教育委員会において、「学校給食業務の運営の合

理化について」（昭和６０年１月２１日付け文体給第５７号）の趣旨を再度確

認の上、地域の実状等に応じた学校給食業務の運営の合理化が推進されるよう、

域内の市町村教育委員会等に対して指導及び周知徹底をお願いします。 

 なお、文部科学省においては、学校給食業務の運営の合理化の進展状況につ

いて、引き続き現状把握を行うこととしておりますので、今後ともご協力をお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

（資料４） 
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（資料５） 

総務省算定見直し（H16.1.31） 
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（資料６） 

 

全国・鹿児島県調理方式別完全給食実施状況（H18.5.1現在） 

 
    

単独校調理場方式 共同調理場方式 その他の調理法式 
区  分 

完 全 給 食 

実 施 校  ％  ％  ％ 

学校数 29,962校 13,137校 43.8 16,345校 54.6 480校 11.6 全

国 生徒数 9,511,442人 4,926,196人 51.8 4,409,148人 46.4 176,098人 11.8 

学校数 857校 218校 25.4 639校 74.6 － 0.0 鹿

県 生徒数 153,607人 59,243人 38.6 94,364人 61.4 － 0.0 

※１ その他の調理方式とは、単独調理場方式及び共同調理場方式に該当しない、民

間の調理場等による調理方式が該当する。 

 

 

（資料７） 

 

県下１７市の調理方式の導入状況（H19.5.1現在） 
 

 

No. 団体名 単独校調理場方式 共同調理場方式 

1 鹿児島市 ○ ○ 

2 鹿屋市 ○ ○ 

3 枕崎市 － ○ 

4 阿久根市 － ○ 

5 出水市 － ○ 

6 大口市 － ○ 

7 指宿市 － ○ 

8 西之表市 － ○ 

9 垂水市 － ○ 

10 薩摩川内市 － ○ 

11 日置市 ○ ○ 

12 曽於市 ○ ○ 

13 霧島市 ○ ○ 

14 いちき串木野市 － ○ 

15 南さつま市 － ○ 

16 奄美市 ○ ○ 

17 志布志市 － ○ 

※単独校調理場方式、共同調理場方式の併用：ゴシック体 
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（資料８） 

 

最近の共同調理場の建設状況（H19.5.1現在） 

 

No 団 体 名 
開 設 

年 月 

調 理 

能 力 
構 造 

延 床 

面 積

(㎡ ) 

建 築 費 

(千 円 ) 

調 理 

設 備 費

(千 円 ) 

計 

(千 円 ) 

工事費 

単 価 

(千円/㎡)

１ 荒 巻 市 H15.4 11,000 

S造 

地下１階

地上２階 

5,871 3,011,272 733,166 3,744,438 638 

２ 出 雲 市 H14.9 11,000 S造２階 3,406 1,246,378 441,962 1,688,340 496 

３ 豊 田 市 H17.9 10,000 S造２階 3,276 992,112 633,683 1,625,795 496 

４ 富 山 市 H15.4 6,000 
S造 

一部２階 
2,504 1,138,830 267,750 1,406,580 562 

５ 杉 戸 町 H13.4 6,000 S造２階 2,247 839,717 347,447 1,187,164 528 

６ 南ｱﾙﾌﾟｽ市 H15.1 4,000 S造２階 2,073 772,800 308,483 1,081,283 522 

７ 上 山 市 H17.4 3,300 S造２階 1,363 521,372 170,701 692,073 508 

８ 指 宿 市 H15.4 3,000 S造２階 1,852 429,385 213,675 643,060 347 

９ 日 南 市 H19.9 3,000 S造２階 1,704 541,275 240,958 782,232 459 

10 垂 水 市 H15.4 2,000 S造１階 995 235,515 79,748 315,263 317 

※S造：鉄骨造 
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給食施設の経過年数等調査表（単独校調理場、共同調理場） 
 

○単独校調理場                    （平成19年５月１日現在） 

No. 学 校 名 構 造 建築年月 経過年数 現有面積 基準面積 生 徒 数 

1 鹿 屋 小 RC造 S38. 3 44年 172㎡ 150㎡ 495人 

2 祓 川 小 〃 S40. 3 42年 50㎡ 96㎡ 84人 

3 東 原 小 〃 S53. 7 28年 80㎡ 96㎡ 107人 

4 笠 野 原 小 〃 S47. 2 35年 63㎡ 120㎡ 262人 

5 寿 小 〃 S46. 3 36年 176㎡ 150㎡ 606人 

6 寿 北 小 〃 S58. 3 24年 153㎡ 180㎡ 826人 

7 田 崎 小 〃 S54.12 27年 128㎡ 180㎡ 590人 

8 西 原 小 〃 H12. 3 07年 261㎡ 180㎡ 640人 

9 西 原 台 小 〃 S54. 3 28年 153㎡ 150㎡ 542人 

10 鶴 羽 小 〃 H 2. 3 17年 100㎡ 96㎡ 95人 

11 古 江 小 〃 H 4. 3 15年 79㎡ 96㎡ 31人 

12 菅 原 小 〃 S51. 3 31年 60㎡ 96㎡ 24人 

13 高 須 小 〃 S46. 3 36年 72㎡ 96㎡ 57人 

14 浜 田 小 〃 H 7. 3 12年 80㎡ 96㎡ 19人 

15 野 里 小 〃 H11. 7 7年 113㎡ 120㎡ 182人 

16 大 姶 良 小 〃 S49. 4 33年 84㎡ 120㎡ 288人 

17 南 小 〃 S54. 3 28年 95㎡ 96㎡ 44人 

18 西 俣 小 〃 S52. 3 30年 93㎡ 96㎡ 104人 

19 高 隈 小 〃 S58.10 23年 80㎡ 96㎡ 41人 

20 大 黒 小 〃 S58.10 23年 80㎡ 96㎡ 62人 

 小 計 2,172㎡ 2,406㎡ 5,099人 

 

No. 学 校 名 構 造 建築年月 経過年数 現有面積 基準面積 生 徒 数 

1 鹿 屋 中 RC造 S49. 4 33年 130㎡ 150㎡ 342人 

2 第一鹿屋中 〃 S55.12 26年 175㎡ 180㎡ 705人 

3 田 崎 中 〃 S57. 9 24年 129㎡ 120㎡ 345人 

4 大 姶 良 中 〃 S51. 3 31年 87㎡ 120㎡ 256人 

5 高 須 中 〃 S44. 3 38年 87㎡ 96㎡ 45人 

6 花 岡 中 〃 H 8. 3 11年 80㎡ 96㎡ 117人 

7 高 隈 中 〃 H 2. 3 17年 80㎡ 96㎡ 52人 

8 鹿 屋 東 中 〃 S62. 3 20年 180㎡ 180㎡ 848人 

小 計 948㎡ 1,038㎡ 2,710人  

 合 計 3,120㎡ 3,444㎡ 7,809人 

 

経過年数状況 施 設 数 比 率 

10年未満 2 7.1 

10～20年未満 5 17.9 

20～30年未満 10 35.7 

30年以上 11 39.3 

計 28 100.0 

（資料９） 

○共同調理場（経過年数） 

 輝北給食センター（30年） 
 串良給食センター（27年） 
 吾平給食センター（ 9年） 

※RC造：鉄筋コンクリート造 
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【小学校】                            (平成19年５月１日現在) 
No. 学校名 S37 H9 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

1 鹿 屋 小 1,936 608 495 494 504 513 514 519 523 

2 祓 川 小 424 136 84 77 76 71 76 85 82 

3 東 原 小 334 160 107 100 105 95 91 88 79 

4 笠 野 原 小 322 284 262 262 255 256 277 269 275 

5 寿 小 738 707 606 617 630 676 695 713 764 

6 寿 北 小 － 867 826 836 829 854 854 862 866 

7 田 崎 小 644 689 590 587 598 608 621 622 619 

8 西 原 小 1,259 846 640 629 624 626 639 660 645 

9 西 原 台 小 － 632 542 540 544 557 566 584 582 

10 鶴 羽 小 557 155 95 96 97 90 90 95 96 

11 古 江 小 388 49 31 35 34 33 33 36 31 

12 菅 原 小 316 48 24 24 23 20 15 15 15 

13 高 須 小 475 57 57 56 52 50 39 31 24 

14 浜 田 小 211 41 19 17 20 18 11 17 21 

15 野 里 小 465 233 182 174 167 160 157 163 165 

16 大 姶 良 小 802 363 288 287 281 286 294 302 299 

17 南 小 328 75 44 42 41 34 31 31 33 

18 西 俣 小 433 158 104 102 92 82 87 89 90 

19 高 隈 小 466 54 41 42 37 35 36 37 35 

 柏 木 小 177 － － － － － － － － 

 高 牧 小 74 － － － － － － － － 

20 大 黒 小 241 70 62 60 61 61 51 51 45 

 桜 町 小 80 － － － － － － － － 

 星 塚 分 校 6 － － － － － － － － 

21 百 引 小 535 117 75 78 73 72 67 69 61 

22 平 南 小 273 47 20 23 18 19 22 23 26 

23 岳 野 小 91 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 市 成 小 448 82 54 58 60 57 50 51 46 

25 高 尾 小 308 50 44 40 36 30 32 26 28 

26 串 良 小 1,090 413 271 258 241 229 219 228 236 

27 細 山 田 小 950 305 220 213 218 205 205 201 206 

28 上 小 原 小 529 349 233 222 221 210 209 214 223 

29 吾 平 小 640 248 289 292 297 299 284 268 261 

30 鶴 峰 小 528 161 94 90 77 56 47 46 47 

31 神 野 小 153 22 5 4 8 10 11 12 13 

32 下 名 小 243 86 71 72 73 70 68 77 69 

小  計 16,464 8,112 6,475 6427 6,392 6,382 6,391 6,484 6,505 

 

【中学校】 

No. 学校名 S37 H9 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

1 鹿 屋 中 1,750 507 342 340 331 328 319 305 297 

2 鹿 屋 東 中 － 984 848 847 873 842 850 860 892 

3 第一鹿屋中 1,390 882 705 677 669 668 656 616 654 

4 田 崎 中 608 419 345 359 361 331 308 314 328 

5 大 姶 良 中 874 338 256 221 220 213 197 185 184 

6 高 須 中 432 78 45 38 36 30 42 43 40 

7 花 岡 中 857 189 117 96 101 93 88 81 66 

8 高 隈 中 461 58 52 53 47 42 49 44 42 

 星 塚 分 校 18 － － － － － － － － 

9 百 引 中 416 79 74 69 66 53 56 47 46 

10 市 成 中 365 59 52 49 43 54 52 51 44 

11 串 良 中 708 200 189 178 177 160 157 137 120 

12 細 山 田 中 633 209 153 154 133 132 124 133 110 

13 上 小 原 中 333 148 141 133 124 132 124 121 101 

14 吾 平 中 892 330 270 250 266 250 253 229 212 

小  計 9,737 4,480 3,589 3,464 3,447 3,328 3,275 3,166 3,136 

合  計 26,201 12,592 10,064 9,891 9,839 9,710 9,666 9,650 9,641 

児童生徒数の推移（S37～H25年度）   （資料１０） 




